
亀山市名誉市民

彫刻家 中村 晋也
作品紹介 「ふるさとあい」 Vol.20

「残響」 （平成17（2005）年建立）
　薩摩藩英国留学生のひとりであった村橋久成は、帰国後、
戊辰戦争を経て明治政府の官吏となり北海道に赴任し、麦酒
醸造所（サッポロビールの前身）をはじめとする北海道産業
の育成に貢献しました。しかし、職を辞したのちは、行脚放浪
の身となり、神戸市外で行き倒れ同然の姿で没しました。波
乱に満ちた村橋の人生を、小説「残響」として発表した小説家、
田中和夫氏と出会い親交を深めた中村は、胸像「残響」を制作
しました。田中氏は、有志による期成会を発足し、念願であっ
た札幌の地の白樺林にこの胸像を建立しました。
特別協力　公益財団法人中村晋也美術館（URL http://www.ne.jp/asahi/musee/nakamura/index.html）

77cm（高さ）×70cm（幅）×45cm（奥行き）
（札幌市北海道知事公館前庭）
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　学習指導要領の改訂により、
小学校の英語教育の充実が図ら
れます。これにより、３・４年生
では外国語活動（英語）が、５・
６年生では外国語科（英語）が位
置づけられ、授業時数が週あた
り１コマずつ（年間35コマ）増
えます（１コマは45分）。

　国の「カリキュラム・マネ
ジメントの在り方に関する調
査研究事業」を受け、移行措置
内容をさらに進めて、平成29年
度３学期から、市内４校（亀山
西小・亀山東小・川崎小・関
小）を実践校として、英語教育
の先行実施を行います。

１コマ増えると時間割はどうなるの︖

▽３・４年生は、外国語活動（英語）の時間を週１コマ時間
　割に追加します。増えた１コマ分は、国語を短時間学習
　（15 分 ×３［１コマ分］）へ移行して行います。

▽5・6 年生は、現行の外国語活動（英語）に加え、短時間学習
　（15分×３回［１コマ分］）に外国語科（英語）を位置づけます。

どんな学習をするの︖
　授業では、英語であいさつ、自己紹
介、ゲームをするなど、英語を使った
コミュニケーション活動を行います。 
　3・4 年生は、聞くこと、話すこと
を中心とした英語に慣れ親しむ活動を
行い、英語への興味を高めます。また、
アルファベットの読み方を学びます。
　5・6 年生では、段階的に文章を読
むことや書くことを学習します。

　英語が堪能で、担当教員と連携・協力して、市内小学校の外国語（英語）学習のサポートをしてい
ただける人を募集しています。詳しくは、教育委員会学校教育室へお問い合わせください。

【英語教育における新学習指導要領の実施に向けたスケジュール】

亀山市では…

現行指導要領
平成 29 年度

新学習指導要領 移行措置期間
平成 30 ～ 31 年度

全面実施

３・４年生

５・６年生

-

外国語活動　年間 35 コマ

外国語活動　年間 15 コマ※

外国語活動　年間 35 コマ

外国語科　年間 15 コマ※

※年間 15 コマを超えない範囲で総合的な学習の時間を充てることができる。

外国語活動　年間 35 コマ

外国語科　年間 70 コマ

平成 32 年度

… 実践校（亀山西・亀山東・川崎・関）先行実施期間（平成29年度３学期から）

小学校の英語教育が充実します︕

＜ 英語ボランティア を募集しています︕＞
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問合先
教育委員会
学校教育室
（☎84－5075）

外国語
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【亀山市における英語教育のスケジュール】

現行指導要領
平成 29 年度

新学習指導要領 先行実施
平成 30 ～ 31 年度

全面実施

３・４年生

５・６年生

外国語活動　年間 35 コマ

外国語活動・外国語科
年間 70 コマ

外国語活動　年間 35 コマ

外国語科　年間 70 コマ

平成 32 年度

外国語活動　年間 35 コマ

--

　３・４年生は新たに週１コマの外国語活動（英語）を、５・６年生は現在週1コマの外国語活動（英語）に加えて、
もう１コマの外国語科（英語）を実施します。さらに、平成30年度からは市内すべての小学校で先行実施します。

平成30年度採用
市職員（事務職［一般］）を募集します
募集
区分

採用予定
人数 応募資格

事務職
（一般）
３人
程度

①�昭和57年４月２日以降の生まれで、
高等学校以上の学校を卒業した人、
平成30年３月までに卒業見込みの
人またはこれらと同等の資格を有
する人
②通勤可能な人

次に該当する人は応募することができません。
（1）地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当する人
（2）永住者または特別永住者の在留資格を有しない外国籍の人
※外国籍職員の任用に関する基準は、８を参照してください。

１．募集区分、採用予定人数、応募資格

２．試験の日時・場所など
第１次試験
と　き　平成30年１月14日（日） 午前９時～
ところ　総合保健福祉センター（あいあい）
試験科目　筆記試験（教養試験、適性検査、小論文）
第２次試験
と　き　平成30年２月４日（日） 午前９時～
ところ　市役所
試験科目　個別面接
３．市職員採用試験申込書等の提出および問合先
　企画総務部人事情報室（市役所２階）
　〒519－0195　亀山市本丸町577
　（☎0595－84－5031、FAX0595－82－9955）

４．提出書類
（1）市職員採用試験申込書（市の指定するもの）
（2）履歴書・身上書（市の指定するもの）
（3）�最終学校の卒業（見込）証明書（卒業証書の写

しでも可、専門学校は最終学歴に含みません）
※�市職員採用試験申込書と履歴書・身上書は、市役
所本庁舎および関支所の受付にあります。また、
市ホームページからもダウンロードできます。
※�提出された書類は、採用試験でのみ使用します。
また、書類の返却はしません。
５�．受付期間　平成29年12月１日（金）～15日（金）
午前８時30分～午後５時15分（土･日曜日は除く）
※郵送による申し込みは、書留郵便に限ります。
　（12月15日（金） 必着）
６．採用予定日　平成30年４月１日
※�卒業見込者を除いては、平成30年３月31日以前
を採用日とすることもあります。
※�合格者は、｢採用候補者名簿｣に成績順に登載し、
その中から採用者を決定します。
７．給与等
　給与は、亀山市職員給与条例の定めるところによ
り支給します。
８．外国籍職員の任用に関する基準について
　公権力の行使または公の意思の形成への参画に
たずさわる公務員となるためには日本国籍を必要
とすることから、外国籍の職員が就けない職務があ
ります。詳細については、企画総務部人事情報室へ
お問い合わせください。

申込受付期間  12月１日（金）～15日（金）
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